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答  申  

                    

審 査 請 求 人 （ 以 下 「 請 求 人 」 と い う 。 ） が 提 起 し た 地 方 税 法

（以下「 法」 と いう。） ３７ ３ 条１項１ 号及 び ７０２条 の８ 第１

項の各規 定に 基 づく 差押 処分 に 係る 審査 請求 に ついて、 審査 庁か

ら諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

   本 件 審 査 請 求 の 趣 旨 は 、 東 京 都 ○ ○ 都 税 事 務 所 長 （ 以 下

「処分 庁」 とい う。 ） が、 請求 人 に対 し 、 固定 資産税 及び都

市計画 税 （ 以下 「固定 資産 税等 」とい う。 ）の 滞納金 （別紙

１「請 求人 に対 する 滞 納金 額内 訳書兼 督促 状発 付日一 覧表」

記載の もの 。） を徴収 する ため に 、請 求人 の保 有する 普通預

金の払 戻請 求権 に対し て行 った 差押処 分（ 以下 「本件 処分」

という 。 対 象と なる 請 求人 の 普 通預金 口座 及び 差押え の範囲

は、別 紙２ 「差 押目録 」記 載 の とおり であ る 。 ） につ いて、

その取消しを求めるというものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請 求 人 の 主 張 は 、 お お む ね 以 下 の と お り で あ り 、 本 件 処分

の違法・不当を主張し、その 取消しを求めている。  

当 該 納 税 対 象 不 動 産 は 現 在 裁 判 中 （ 請 求 人 は 当 事 者 で な い ）

物 件 で あ り 、 少 し 前 に 東 京 都 ○ ○ 都 税 事 務 所 職 員 に 対 し 電 話

連 絡 に お い て 当 該 裁 判 の 判 決 が あ り 当 該 納 税 対 象 不 動 産 の 所

有 権 の 移 転 が あ っ て か ら 当 該 納 税 を す る 意 思 が あ る 旨 表 示 済

み で あ る に も 関 わ ら ず 、 何 ら の 予 告 も な く 、 そ の 後 突 然 「 差

押 執 行 通 知 」 が 集 合 住 宅 １ 階 の 集 合 ポ ス ト に 入 れ ら れ 、 請 求

人 が 、 集 合 ポ ス ト に 入 れ ら れ た 当 該 通 知 が あ る こ と に 気 付 い
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た と き に は 当 該 「 差 押 執 行 通 知 」 記 載 の 期 日 が 過 ぎ て し ま っ

ていた。  

請 求 人 の 力 の 及 ば な い 事 情 が あ る に も 関 わ ら ず 、 ま た その

旨 の 説 明 を し て い る の に 、 無 造 作 に 集 合 ポ ス ト に 入 れ ら れ た

「 差 押 執 行 通 知 」 を も っ て 請 求 人 個 人 の 銀 行 口 座 が 差 押 え ら

れ て し ま っ た こ と は 納 得 が で き な い （ 現 時 点 で 、 当 該 納 税 対

象 不 動 産 は 請 求 人 の 所 有 に な っ て い な い し 、 そ の 不 動 産 の 代

表 者 に な っ た 意 識 も 事 実 も 無 く 、 そ の 不 動 産 の 代 表 者 に な る

べく関わる手続きを何らしたことも無い ）。  

た だ し 、 請 求 人 は 、 納 税 す べ き 時 期 が 到 来 し た と き に は法

律に定められた納税を正しくする意思である。  

 

第４  審理員意見書の結論  

   本 件審 査 請求は理 由が な いから、 行政 不 服審査法 ４５ 条２

項の規定を適用して棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和  ４年１２ 月１２日  諮問  

令和  ５年  １月３１日  審議（第７４回第２部会）  

令和  ５年  ２月２７日  審議（第７５回第２部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審 査会 は 、請求人 の主 張 、審理員 意見 書 等を具体 的に 検討

した結果、以下のように判断する。   

１  法令等の定め  

  ⑴  法３ ４ ３条 １項 は、 固 定資産税 は、 固 定資産の 所有 者に

課すると定めている。  

  ⑵  法３ ７ １条１項 は、 納 税者が納 期限 ま でに固定 資産 税に

係る 地方 団体 の 徴収 金を 完納 し ない 場合 にお い ては 、徴税

吏員 は、 納期 限 後２ ０日 以内 に 、督 促状 を発 し なけ ればな
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らない旨定めている。  

  ⑶  法３ ７ ３ 条１項 １号 は 、固定資 産税 に 係る滞納 者が 、督

促を 受け 、そ の 督促 状を 発し た 日か ら起 算し て １０ 日を経

過し た日 まで に その 督促 に係 る 固定 資産 税 に 係 る地 方団体

の徴 収金 を完 納 しな いと きは 、 徴税 吏員 は、 当 該 固 定資産

税に 係る 地方 団 体の 徴収 金に つ き、 滞納 者の 財 産を 差し押

さえなければならない 旨規定している。  

    なお 、 上記規定 は訓 示 規定であ り、 督 促状を発 した 日か

ら起 算し て１ ０ 日を 経過 した 日 を過 ぎて 差押 処 分を 行った

とし ても 、同 処 分 は 有効 であ る と 解 され る（ 徳 島地 方裁判

所昭 和３ ０年 １ ２月 ２７ 日判 決 同旨 ・行 政事 件 裁判 例集６

巻１２号２８８７頁） 。  

  ⑷  法３ ７ ３ 条７項 は、 固 定資産税 に係 る 地方団体 の 徴 収金

の滞 納処 分に つ いて は、 国税 徴 収法 （以 下「 徴 収法 」とい

う。）に規定する滞納処分の例によると規定して いる。  

    本件 に 関連する 徴収 法 の規定は 以下 の とおりで ある （以

下、徴 収法 にお いて 「 徴収 職員 」とあ るも の は 「徴税 吏員」

とするほか、必要な読替えを行 う。）。  

   ア  徴 収 法５４条 は、 徴 税吏員は 、 滞 納 者の財産 を差 し押

さえ たと きは 、 差押 調書 を作 成 し、 その 財産 が 債権 であ

ると きは 、そ の 謄本 を滞 納者 に 交付 しな けれ ば なら ない

と規定する（同条柱書及び２号）。  

   イ  徴 収 法６２条 は、 債 権の差押 えは 、 第三債務 者に 対す

る 債 権 差 押 通 知 書 の 送 達 に よ り 行 う と 規 定 し （ 同 条 １

項） 、同 項の 差 押の 効力 は債 権 差押 通知 書が 第 三債 務者

に送達された時に生ずると規定する（同条３項）。  

   ウ  徴 収 法６３条 は、 徴 税吏員は 、債 権 の全額 を 差し 押さ

える 必要 がな い と認 める とき は 、そ の 一 部を 差 し押 さえ

ることができる と規定する（同条ただし書）。  

⑸  法 ７ ０ ２ 条 の ８ 第 １ 項 は 、 都 市 計 画 税 の 賦 課 徴 収 は 固 定

資 産 税 の 例 に よ る も の と し 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除く

ほ か 、 固 定 資 産 税 と あ わ せ て 行 う も の と す る 旨 定 め て い る 。  
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 ２  本件処分についての検討  

こ れ を 本 件 に つ い て み る と 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 が ３ 年 度固

定 資 産 税 等 に つ い て 、 納 期 限 ま で に 完 納 し な か っ た た め 、 別

紙 １ 督 促 状 発 付 日 の 欄 の と お り 各 督 促 状 を 発 付 し た が 、 各 督

促 状 の 発 付 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 を 経 過 し て も 完 納 さ れ な か

っ た こ と か ら 、 差 押 調 書 に よ り 本 件 処 分 を 決 定 し 、 債 権 差 押

通 知 書 を 作 成 の 上 、 株 式 会 社 ○ ○ 銀 行 に 送 付 し た こ と が 認 め

ら れ る 。 そ し て 、 債 権 差 押 通 知 書 が 同 銀 行 に 送 達 さ れ た こ と

に よ り 、 請 求 人 の 預 金 債 権 に 差 押 え の 効 力 が 生 じ 、 差 し 押 さ

え た 財 産 が 債 権 で あ る こ と か ら 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対 し て

差押調書（謄本）を送付したことが認められる。  

そ う す る と 、 本 件 処 分 は 、 上 記 １ の 法 令 等 の 定 め に 則 って

適 正 に 行 わ れ て い る と 認 め ら れ 、 本 件 処 分 に 違 法 又 は 不 当 な

点があるということはできない 。  

 ３  請求人の主張についての検討  

請 求 人 は 、 第 ３ の と お り 、 ３ 年 度 固 定 資 産 税 等 の 対 象 不動

産 は 現 在 裁 判 中 で あ り 、 当 該 裁 判 の 判 決 及 び 当 該 対 象 不 動 産

の 所 有 権 の 移 転 の 後 に 納 税 を す る 意 思 が あ る 旨 を 処 分 庁 に 説

明 し て い た に も 関 わ ら ず 、 突 然 本 件 処 分 を 行 っ た の は 違 法 ・

不当である旨主張する。  

し か し 、 裁 判 中 で あ っ た と し て も 、 裁 判 中 で あ る こ と を理

由 に 差 押 処 分 を 停 止 す る 旨 の 法 の 定 め は な く 、 本 件 処 分 が 法

令 等 の 定 め に 則 っ て 適 切 に 行 わ れ た こ と は 上 記 ２ の と お り で

あるから、請求人の主張には理由がない 。  

 ４  請求人の主張以外の違法性又は不当性の検討  

   その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上の とおり 、 審査会 として 、 審理員 が行っ た 審理手 続の適 正

性や法令 解釈 の 妥当性を 審議 し た結果、 審理 手 続、法令 解釈 のい

ずれも適正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  
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（答申を行った委員の氏名）  

 後藤眞理子、山口卓男、山本未来  

 

別紙１及び別紙２（略）  


